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火薬庫における火薬類の貯蔵の技術基準の概念は、以下のとおりとなっている。

a. 万が一内部の火薬類が爆発した場合でも、被害を少なくする
保安距離、土堤、防爆壁、火薬庫の屋根の軽量化

b. 火薬庫の火薬類が発火・爆発する原因を排除する
関係者以外の立入禁止、可燃物堆積禁止、火薬庫内の湿気防止、
火薬庫の壁の材質、厚さなど

c. 盗難を防止する
盗難防止設備、火薬庫の壁の材質、厚さなど

火薬庫

土堤(a)

保安距離(a)

屋根の軽量化(a)

盗難防止
設備(C)

鉄筋コンクリート
(a,b,c)

可燃物堆積禁止(b)

１．火薬庫における火薬類の貯蔵の基準の概念
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（１）背景（平成２７年度のWGにおける検討結果）
火薬庫の保安距離は、貯蔵する火薬、爆薬の種類にかかわらず、同一の係数をかけて爆薬の
量（トン）に換算して、火薬類取締法施行規則第２３条の表にあてはめて算出しているところ
（換算係数は、火薬類取締法施行規則第1条の６の表に規定）。しかしながら、火取法制定
時の主な爆薬はダイナマイトとＴＮＴ爆薬であったが、近年はより取扱時の安定性が高い硝安
油剤爆薬や含水爆薬が主流となっている。このため、これらの爆薬のみを貯蔵する場合の保安距
離等の規制値を低減することの可否を踏まえ、貯蔵時の薬種区分の細分化をするよう要望があ
り、検討を進めているところ。

（２）平成２８年度の検討結果
平成２７年度及び２８年度の実験で、ＴＮＴ爆薬と含水爆薬など４種類の火薬類の爆風

圧についてデータを取得した。

薬種区分 実験量
TNT爆薬と同じ爆風圧を
出すために必要な火薬類

の量（ＴＮＴ＝１）
備考

爆
薬

ＴＮＴ（爆薬） ４０ｋｇ､１６０ｋｇ １

硝安油剤爆薬（爆薬） ４０ｋｇ､１６０ｋｇ １．２

含水爆薬（爆薬） １０ｋｇ、４０ｋｇ １．３

火
薬

黒色火薬（火薬） ４０ｋｇ～４００ｋｇ ５．２～２．３ 過去の実験結果も含む

コンポジット推進薬（火薬） ２５ｋｇ～２２０ｋｇ １０５～１０７ 過去の実験結果も含む
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（３）平成２９年度の検討結果
一方、コンポジット推進薬は、放射熱の影響も考慮すべきとの指摘を踏まえ、平成２９年度にコン
ポジット推進薬（４kg、３２kg）の放射熱を計測・評価した。
コンポジット推進薬の放射熱強度の閾値は、消防庁の「石油コンビナートの防災アセスメント指針

(2013)」のファイアーボール基準値（１１.６ｋW／ｍ２）をもとに設定。
平成２９年度の放射熱量等の計測結果から、コンポジット推進薬１０トンを爆薬１トンに換算し
ても、第４種保安物件の位置で放射熱強度が閾値を上回ることがないことを確認（放射熱は
ピーク時の値を採用する等、安全サイドで計算）。

（４）方向性
上記を踏まえ、コンポジット推進薬１０トンを爆薬１トンに
換算してはどうか。
なお、今回はコンポジット推進薬の完成品を対象とした実験
であり、中間体や爆薬成分を含むコンポジット推進薬の燃焼
実験を行っていないため、以下のいずれかの場合は、コンポジ
ット推進薬の換算を適用しないこととすべきではないか。
①製造所内にコンポジット推進薬が存在する場合
②コンポジット推進薬に爆薬成分が含まれる場合
③コンポジット推進薬と爆薬を同時に貯蔵する場合

コンポジット推進薬の放射熱(ピーク値)と閾値
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